
令和６年度 男女共同参画社会づくりに向けた 

県民意識調査 結果概要 
 

報告書のみかた 

（１）比率はすべて、各設問の不明・無回答を除く集計対象者数（付問では当該設問回答

対象者数）に対する百分率（％）を表している。１人の対象者に２つ以上の回答を

求める設問（複数回答設問）では、百分率（％）の合計は、100.0％を超える場合が

ある。 

（２）百分率（％）は小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位までを表示した。１つだ

け回答を求める設問（単数回答設問）では、四捨五入の関係上各選択肢の百分率（％）

の合計が100.0％にならない場合がある。 

（３）２つの選択肢を集約した場合（「同感する」と「どちらかといえば同感する方である」

を合計した『同感する』など）は、該当選択肢の回答数の合計から割合を算出して

いるため、グラフに示した選択肢ごとに算出した割合の合計と一致しない場合があ

る。また、他の項目との比較（過去調査との差や性差など）におけるポイント差は、

小数点第２位以下も有効数字として算出しているため、グラフに示した選択肢ごと

に算出した割合の差と一致しない場合がある。 

（４）本文や図表中の選択肢表記は、語句を簡略化している場合がある。 

（５）図中の「Ｎ」は集計対象者数（あるいは、分類別の該当対象者数）を示し、各選択

肢の回答比率は「Ｎ」を集計母数として算出した。 

（６）回答者数は、各地域の抽出率の差を調整するため、回収数にウェイトを加重し規正

した。これは標本数の配分にあたり、湖西地域は他の６地域（大津、湖南、甲賀、

東近江、湖東、湖北）の２倍のウェイトを加重して抽出したためである。 

 

調査概要 

１ 調査目的 

滋賀県における男女共同参画に関する意識と実態を把握し、今後の男女共同参画社会の実現に向

けた施策に役立てるための基礎資料とする。 

 

２ 調査概要 

（１）調査地域 ：滋賀県全域（全市町から対象者抽出） 

（２）調査対象 ：県内在住の満 18歳以上の個人 3,000人 

（３）抽出方法 ：選挙人名簿を元に層化二段無作為抽出法 

（４）調査方法 ：郵送法・オンライン調査法の併用、無記名方式、督促１回 

資料２ 
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（５）調査期間 ：令和６年６月25日（火）～７月26日（金） 

（６）有効回収率 ：42.4％（有効回答件数：1,271件） 

（７）調査機関 ：日本情報通信株式会社 

 

３ 調査項目 

（１）男女の地位に関する意識について 

（２）男性の参画について 

（３）家庭生活や地域活動について 

（４）仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）について 

（５）働き方について 

（６）男女間の暴力について 

（７）男女共同参画社会について 

 

４ 標本構成 

（１）層化 

県内の市町を７地域に層化した。 

大津地域 大津市 

湖南地域 草津市、守山市、栗東市、野洲市 

甲賀地域 湖南市、甲賀市 

東近江地域 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 

湖東地域 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 

湖北地域 長浜市、米原市 

湖西地域 高島市 

 

（２）標本数の配分 

各地域規模の層における 18 歳以上の人口構成比を基に、3,000件の標本数を比例配分した。その

際、各地域とも統計的な信頼度が確保できるように、以下のとおりの抽出ウェイトを設定した。 

地域別の抽出数が異なるため、回収数に集計ウェイトを加重し、補正した。調査結果は、この「規

正標本数」を基数として集計を行った。 

 

 

18歳以上 

人口 

（人） 

抽出 

ウェイト 

抽出 

地点 

標本数 

（人） 

有効 

回収数 

（件） 

集計 

ウェイト 

規正 

標本数 

（件） 

大津地域 284,971  １／２ 48  719  312 ２ 624 

湖南地域 278,633  １／２ 48  704  295 ２ 590 

甲賀地域 114,347  １／２ 20  288  125 ２ 250 

東近江地域 183,689  １／２ 33  463  180 ２ 360 

湖東地域 124,774  １／２ 25  314  125 ２ 250 
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湖北地域 124,260  １／２ 22  313  134 ２ 268 

湖西地域 39,357  １ 14  199  87 １ 87 

不明・無回

答 
    13 ― 13 

合計 1,150,031 ― 210 3,000 1,271 ― 2,442 

注１）抽出地点は、令和２年国勢調査時に設定された調査区を使用した。 

注２）人口は、令和６年３月１日現在の「選挙人名簿定時登録者数」から算出した。 

 

（３）調査票の回収結果 

有効回答数は1,271件、有効回収率は全体で42.4％となり、それぞれの地域の回収率は以下のとお

りであった。 

 標本数 

（人） 

有効回収数（件） 有効回収率 

（％） 

※参考 

ネット回答割合  うちネット回答 

大津地域 719  312 168 43.4 53.8% 

湖南地域 704  295 168 41.9 56.9% 

甲賀地域 288  125 52 43.4 41.6% 

東近江地域 463  180 100 38.9 55.6% 

湖東地域 314  125 75 39.8 60.0% 

湖北地域 313  134 62 42.8 46.3% 

湖西地域 199  87 37 43.7 42.5% 

不明・無回答  13 9 ― 69.2% 

合計 3,000 1,271 671 42.4 52.8% 

※ネット回答割合は、有効回収数（郵送＋オンライン）に占めるネット回答の割合 

 

５ 回答者の属性 

ここでは回答者の属性について、性別、年代別、性・年代別、居住地域別、職業別、婚姻状況別、

最終学歴別、世帯年収（税込み）別、同居有無別で結果を示す。 

 

（１）性別 

性別は、「女性」が54.4％、「男性」が45.1％となっている。 

 

  
45.1 

54.4 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

男性

女性

わからない

答えたくない

その他 N=2,432

(%)
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（２）年代別 

年代は、「35～39歳」が最も多く13.6％、次いで「45～49歳」が11.3％、「30～34歳」が10.1％と

続いている。 

 

（３）居住地域別 

居住地域は、「大津地域」が最も多く25.7％、次いで「湖南地域」が24.3％、「東近江地域」が14.8％

と続いている。 

  

6.7 

8.1 

6.8 

10.1 

13.6 

9.4 

11.3 

7.0 

4.7 

7.1 

6.3 

8.9 

0.0 5.0 10.0 15.0

18～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70歳以上

(%)

N=2,426

25.7 

24.3 

10.3 

14.8 

10.3 

11.0 

3.6 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

大津地域

湖南地域

甲賀地域

東近江地域

湖東地域

湖北地域

湖西地域 N=2,429

(%)
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3.3 

16.8 

6.8 

5.5 

4.1 

3.2 

4.1 

12.7 

19.6 

11.7 

5.2 

3.1 

3.9 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

５時間未満

５～10時間未満

10～15時間未満

15～20時間未満

20～25時間未満

25～30時間未満

30～35時間未満

35～40時間未満

40～45時間未満

45～50時間未満

50～55時間未満

55～60時間未満

60時間以上 N=1,718

(%)

（４）職業別 

職業は、『有職』が72.7％となっており、そのうち「勤め人(正規の職員・従業員、会社などの役

員)」が最も多く43.9％、次いで「勤め人(非正規の職員・従業員(パート・アルバイト・派遣等))」

が21.0％となっている。これに対して『無職』は全体の27.3％、そのうち「学生」が10.3％、「無職」

が10.1％、「家事専業」が6.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（付問１）一週間の平均勤務時間 

『有職』と回答した人に対して、一週間の平均勤務時間をたずねたところ、「40～45時間未満」が

最も多く19.6％、次いで「5～10時間未満」が16.8％、「35～40時間未満」が12.7％と続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.9 

21.0 

0.9 

4.1 

1.6 

1.1 

6.9 

10.3 

10.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

勤め人（正規の職員・従業員、会社などの役員）

勤め人（非正規の職員・従業員（パート・アルバ

イト・派遣等））

農林漁業

会社経営者、自営業主（農林漁業を除く）

家族従業者（農家や会社など自営業主の家族で、

その自営業に従事している方）

その他の有職

家事専業

学生

無職 N=2,410

有職

(72.7%)

無職

(27.3%)

(%)
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（付問２）主な勤務地 

『有職』と回答した人に対して、主な勤務地をたずねたところ、「湖南地域」が最も多く21.9％、

次いで「大津地域」が19.7％、「東近江地域」が13.2％と続いている。 

 

（５）婚姻状況別 

婚姻状況については、「結婚している」が59.3％となっている。 

 
  

19.7 

21.9 

9.3 

13.2 

9.8 

8.0 

2.7 

9.3 

2.9 

0.2 

0.1 

0.2 

2.6 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

大津地域

湖南地域

甲賀地域

東近江地域

湖東地域

湖北地域

湖西地域

京都府

大阪府

福井県

岐阜県

愛知県

その他 N=1,607

(%)

59.3 

0.8 

4.5 

2.3 

33.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

結婚している

結婚していないがパートナーと

暮らしている

離別

死別

未婚 N=2,409

(%)
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48.7 

20.8 

0.9 

5.5 

2.9 

0.7 

8.3 

0.0 

12.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

勤め人（正規の職員・従業員、会社などの役員）

勤め人（非正規の職員・従業員（パート・アルバ

イト・派遣等）)

農林漁業

会社経営者、自営業主（農林漁業を除く）

家族従業者（農家や会社など自営業主の家族で、

その自営業に従事している方）

その他の有職

家事専業

学生

無職 N=1,429

有職

(79.5%)

無職

(20.5%)

(%)

（付問１）配偶者（パートナー）の職業 

「結婚している」「結婚していないがパートナーと暮らしている」と回答した人に対して、配偶者

（パートナー）の職業をたずねたところ、『有職』が79.5％となっており、そのうち「勤め人(正規

の職員・従業員、会社などの役員)」が最も多く48.7％、次いで「勤め人(非正規の職員・従業員(パ

ート・アルバイト・派遣等))」が20.8％となっている。これに対して『無職』は全体の20.5％、そ

のうち「無職」が12.2％、「家事専業」が8.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（付問２）配偶者（パートナー）の主な勤務地 

配偶者（パートナー）が『有職』と回答した人に対して、配偶者（パートナー）の主な勤務地を

たずねたところ、「湖南地域」が最も多く23.9％、次いで「大津地域」が17.6％、「東近江地域」が

14.3％と続いている。 
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福井県
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その他 N=1,122

(%)
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（６）最終学歴 

最終学歴は、「大学」が最も多く38.8％、次いで「高校・旧制中」が29.0％、「専門学校」が12.4％

と続いている。 

 

（７）世帯年収（税込み） 

世帯年収は、「わからない」を除いて「500～599万円」が最も多く10.2％、次いで「400～499万円」

が9.9％、「300～399万円」と続いている。 

 

  

4.0 

29.0 

12.4 

11.2 

0.8 

38.8 

3.0 

0.6 

0.3 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

小学・中学

高校・旧制中

専門学校

短大

高専

大学

大学院（修士）

大学院（専門職）

大学院（博士） N=2,388

(%)

2.4 

4.3 

8.4 

9.4 

9.9 

10.2 

7.7 

8.1 

8.2 

5.2 

6.9 

3.4 

1.6 

1.6 

12.7 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

100万円未満

100～199万円

200～299万円

300～399万円

400～499万円

500～599万円

600～699万円

700～799万円

800～899万円

900～999万円

1000～1249万円

1250～1499万円

1500～1999万円

2000万円以上

わからない

N=2,131

(%)
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（８）同居有無 

同居は、「している」が87.5％、「していない」が12.5％となっている。 

 
 

（付問１）同居者 

同居「している」と回答した人に対して、同居者をたずねたところ、「配偶者（パートナー）」が

最も多く60.1％、次いで「あなたの子ども」が46.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.5 

12.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

している

していない N=2,383

(%)

［複数回答］

60.1 

29.7 

37.0 

3.3 

6.7 

6.4 

0.7 

46.6 

16.8 

0.4 

2.0 

1.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

配偶者（パートナー）

あなたの父

あなたの母

配偶者（パートナー）の父

配偶者（パートナー）の母

あなたの祖父母

配偶者（パートナー）の祖父母

あなたの子ども

あなたの兄弟姉妹

配偶者（パートナー）の兄弟姉妹

あなたの孫

その他 N=2,081

(%)
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（付問２）子ども人数と一番下の子どもの年齢 

「あなたの子ども」と回答した人に対して、子どもの人数をたずねたところ、「２人」が最も多く

47.0％、次いで「１人」が31.1％、「３人」が18.9％と続いている。また、一番下の子ども年齢は、

「０～６歳」が33.1％となっている。 

 

（子どもの人数） 

 

   （一番下の子どもの年齢） 

 

  

31.1 

47.0 

18.9 

2.6 

0.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

１人

２人

３人

４人

５人 N=932

(%)

33.1 

66.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

０～６歳

その他

N=915

(%)
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調査結果の概要 

 

１ 男女の地位に関する意識について 

（１）各分野での男女の地位の平等感 

●社会全体でみると「平等である」は 13.7％、『男性が優遇』されているが 66.9％ 

各分野での男女の地位の平等感は、「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇

されている」をあわせた『男性が優遇』は、「社会全体でみて」では 66.9％である。 

分野別にみると、『男性が優遇』が大きな割合を占めるのは「政治の場で」（76.5％）、次いで「社

会通念・慣習・しきたりなど」（73.3％）である。 

「平等である」は、「学校教育の場で」が最も多く 53.1％となっている。 

 

（２）日常生活の中で男女の不平等を一番感じるところ 

●「地域社会」が最も多い 

日常生活の中で男女の不平等を一番感じるところは、「地域社会」が最も多く 32.6％となってお

り、令和元年度調査と比較して 4.6ポイント上昇している。また、「不公平は感じない」は 17.4％

であり、4.3ポイント低下している。 

 

（３）「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方 

●「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方に『同感しない』は 74.1％ 

「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方について、「同感する」と「どちらか

といえば同感する方である」をあわせた『同感する』は 18.8％、令和元年度調査と比較して 16.0

ポイント低下している。「同感しない」と「どちらかといえば同感しない方である」をあわせた『同

感しない』は 74.1％、14.6ポイント上昇している。 

全体的にみると『同感する』の比率は低下傾向、『同感しない』の比率は上昇傾向にある。 

 

（４）「同感する」「どちらかといえば同感する方である」と考える理由 

●「母親が家庭にいた方が、子どもの成長にとって良いと思うから」が 53.5％で最多 

「男性が仕事をし、女性が家庭を守るべき」という考え方に『同感する』理由は、「母親が家庭

にいた方が、子どもの成長にとって良いと思うから」が最も多く 53.5％となっている。 

 

（５）「どちらかといえば同感しない方である」「同感しない」と考える理由 

●「男女ともに仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方が、各個人、家庭にとって良いと思うか

ら」が 68.2％ 
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「男性が仕事をし、女性が家庭を守るべき」という考え方に『同感しない』理由は、「男女とも

に仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方が、各個人、家庭にとって良いと思うから」が最も

多く 68.2％、次いで「性別によって一律に役割を決めることはおかしいと思うから」が 55.4％と

多くなっている。 

 

２ 男性の参画について 

（１）男性として生きづらさを感じること（男性の方のみ） 

●「仕事での成功や評価、経済力に価値が置かれていること」が 42.8％で多い 

男性として生きづらさを感じることは、「仕事での成功や評価、経済力に価値が置かれているこ

と」が最も多く 42.8％、次いで「なにかにつけ「男だから」「男のくせに」と言われること」が

25.0％、「家庭を持ち、配偶者や子を養って一人前だとされていること」が 24.7％と続いている。

なお、「特にない」は 30.8％である。 

 

（２）男性が家事をすること 

●「男性も積極的に家事をするほうがよい」が 62.0％で最多 

男性が家事をすることについては、「男性も積極的に家事をするほうがよい」が最も多く 62.0％、

次いで「男性もなるべく家事をするほうがよい」が 33.9％となっている。 

 

（３）男性が家事、育児、介護等に積極的に参加するために必要なこと 

●「夫婦や家族間でのコミュニケーション」や「育児や介護休業を取得しやすい環境」が多い 

男性が家事、育児、介護等に積極的に参加するために必要なことは、「夫婦や家族間でのコミュ

ニケーションをよくはかること」が最も多く 56.2％、次いで「男性も育児や介護の休業を取りや

すい環境にすること」が 45.6％となっている。 

 

（４）男性が育児休業を取得すること 

●「共働きかどうかに関わらず率先して取得する方がよい」が 56.8％で最多 

男性が育児休業を取得することは、「共働きかどうかに関わらず率先して取得する方がよい」が

最も多く 56.8％、次いで「共働きであれば率先して取得する方がよい」が 16.5％、「共働きかどう

かに関わらず取得することはやむを得ないが、必要最低限にすべきである」が 15.3％と続いてい

る。 

 

（５）男性の育児休業の取得を進めるために職場で必要な取組 

●「管理職・上司の意識改革」が 48.1％で最多 

男性の育児休業の取得を進めるために職場で必要な取組は、「管理職・上司の意識改革」が最も

多く 48.1％、次いで「育児休業を取得しても不利にならない人事評価制度の確立・周知」が 45.9％、

「休業者の仕事をカバーできる人員体制の整備」が 35.4％と続いている。  
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３ 家庭生活や地域活動について 

（１）家庭生活における配偶者（パートナー）との役割分担《理想》 

●《理想》としては、どの分野も「自分と配偶者（パートナー）が同程度に分担」の割合が高く、【介

護・看病】【子どもの教育としつけ】が約 8割 

各分野での家庭生活における配偶者（パートナー）との役割分担《理想》は、「自分と配偶者（パ

ートナー）が同程度に分担」の割合が高く、【介護・看病】は 82.0％、【子どもの教育としつけ】

は 84.5％と多くなっている。 

「自分が分担」と「主に自分が分担」をあわせた『主に自分』は、【生活費を稼ぐ】が最も多く

27.8％となっている。 

一方、「主に配偶者（パートナー）が分担」と「配偶者（パートナー）が分担」をあわせた『主

に配偶者（パートナー）』は、【生活費を稼ぐ】が最も多く 23.6％となっている。 

 

（２）家庭生活における配偶者（パートナー）との役割分担《現実》（配偶者（パートナー）がいる方のみ） 

●《現実》としては、どの分野も『主に自分』の割合が高い 

各分野での家庭生活における配偶者（パートナー）との役割分担《現実》は、「いつもする」と

「時々する」をあわせた『主に自分』は、【食事の後かたづけ】が最も多く 87.6％、次いで【掃除】

が 86.0％、【日常の買い物】が 84.8％と続いている。 

男性の役割分担の割合が高い（女性の割合を上回った）項目は、【ごみ出し】【自治会等の地域活

動への参加】のみ。一方、女性の役割分担の割合が高い項目は、【掃除】【洗濯】【日常の買い物】

【食事のしたく】【食事の後かたづけ】で、『主に自分』の回答が 9割を超えている。 

 

４ 仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）について 

（１）生活の中での「仕事」、「プライベート・家庭生活」のバランス 

●《理想に最も近いもの》《現実の状況に最も近いもの》ともに「「仕事」と「プライベート・家庭生

活」を両立」 

生活の中での「仕事」、「プライベート・家庭生活」のバランスは、《理想に最も近いもの》《現実

の状況に最も近いもの》ともに、「「仕事」と「プライベート・家庭生活」を両立」が最も多く、《理

想に最も近いもの》は 63.6％、《現実の状況に最も近いもの》は 37.2％となっている。しかし、

《現実の状況に最も近いもの》は「「仕事」を優先」も 32.9％と多く、両立できている割合が高い

とは言えない。 

 

（２）「仕事と生活の調和が実現された社会」に近づくために職場において必要な取組 

●「無駄な業務・作業をなくし、労働時間の短縮する」や「管理職の意識改革」が上位 

「仕事と生活の調和が実現された社会」に近づくために職場において必要な取組は、「無駄な業

務・作業をなくし、労働時間を短縮する」が最も多く 48.5％、次いで「管理職の意識改革を行う」

が 39.7％、「短時間勤務やフレックスタイム制度など柔軟な働き方ができるようにする」が 36.4％
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と続いている。 

 

５ 働き方について 

（１）女性自身が考える理想の働き方（女性の方のみ） 

●「仕事を続ける（育児休業を利用して仕事を続ける場合を含む。）」が 47.3％で最多 

女性自身の考える理想の働き方は、「仕事を続ける（育児休業を利用して仕事を続ける場合を含

む。）」が最も多く 47.3％、次いで「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はパートタイムで

仕事を続ける」が 23.6％、「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はフルタイムで仕事を続け

る」が 18.2％と続いている。 

令和元年度調査と比較して「仕事を続ける（育児休業を利用して仕事を続ける場合を含む。）」は

18.3ポイント大きく上昇している。一方で、「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はフルタ

イム（パートタイム）で仕事を続ける」は低下している。 

 

（２）第一子出産時の主な職業（女性の方のみ） 

●「勤め人（正規の職員・従業員、会社などの役員）」が 60.7％で最多 

第一子出産時の主な職業は、「勤め人（正規の職員・従業員、会社などの役員）」が最も多く 60.7％、

次いで「勤め人（非正規の職員・従業員（パート・アルバイト・派遣等））」が 27.5％、「家族従業

者（農家や会社など自営業主の家族で、その自営業に従事している方）」が 5.7％と続いている。 

 

（３）第一子の子育てを始めたことによる仕事の状況（女性の方のみ） 

●「子育てをしながら、仕事を続けた（育児休業を利用して仕事を続ける場合を含む。）」が 37.2％

で最多 

第一子の子育てを始めたことによる仕事の状況は、「子育てをしながら、仕事を続けた（育児休

業を利用して仕事を続ける場合を含む。）」が最も多く 37.2％、次いで「仕事を一時やめ、その後、

パートタイム(非正規の職員・従業員)の職に就いた」が 19.3％、「子育てを始めてから、仕事を持

っていない」が 13.2％と続いている。 

 

（４）第一子の子育てを始めたことで仕事をやめた理由（女性の方のみ） 

●「仕事と家事、育児の両立をこなす自信がなかったため」が 35.2％で最多 

第一子の子育てを始めたことで仕事をやめた理由は、「仕事と家事、育児の両立をこなす自信が

なかったため」が最も多く 35.2％、次いで「家事・育児に専念したかったため」が 26.1％、「家

事、育児について、配偶者（パートナー）等家族の協力が得られなかったため」が 24.1％と続い

ている。 
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（５）第一子の子育てを始めた当時の子育てと仕事の状況に対する満足度（女性の方のみ） 

●「満足していた」「どちらかといえば満足していた」をあわせた『満足』が 66.6％ 

第一子の子育てを始めた当時の子育てと仕事の状況に対する満足度は、「どちらかといえば満足

していた」が最も多く 45.2％、次いで「どちらかといえば不満だった」が 25.0％、「満足してい

た」が 21.4％と続いている。「満足していた」と「どちらかといえば満足していた」をあわせた『満

足』は 66.6％となっている。 

 

（６）正規の会社員・職員・従業員として働く意向 

（職業が勤め人（非正規の職員・従業員（パート・アルバイト・派遣等））の方のみ） 

●「条件が合えば希望する」と「希望する」をあわせた『希望する』が 73.2％ 

正規の会社員・職員・従業員として働く意向は、「条件が合えば希望する」が最も多く 56.6％、

次いで「希望しない」が 26.9％、「希望する」が 16.6％となっており、「条件が合えば希望する」

と「希望する」をあわせた『希望する』は 73.2％となっている。 

 

（７）正規の会社員・職員・従業員として働いていない理由 

（職業が勤め人（非正規の職員・従業員（パート・アルバイト・派遣等））の方のみ） 

●「妊娠・家事・育児・介護等家庭の事情で、フルタイムや残業、休日出勤などの働き方が難しいた

め」が 39.6％で最多 

正規の会社員・職員・従業員として働いていない理由は、「妊娠・家事・育児・介護等家庭の事

情で、フルタイムや残業、休日出勤などの働き方が難しいため」が最も多く 39.6％、次いで「家

庭の事情以外の理由で、フルタイムや残業、休日出勤などの働き方が難しいため」が 20.1％、「正

規の会社員・職員・従業員の仕事に自分でもできる仕事があるか自信がないため」が 15.5％と続

いている。 

 

（８）男性が考える女性の理想の働き方（男性の方のみ） 

●男性が考える女性の理想の働き方は、「仕事を続ける（育児休業を利用して仕事を続ける場合を含

む。）」が 49.5％で最多 

男性が考える女性の理想の働き方は、「仕事を続ける（育児休業を利用して仕事を続ける場合を

含む。）」が最も多く 49.5％、次いで「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はパートタイム

で仕事を続ける」が 20.3％と続いている。 

令和元年度調査と比較して「仕事を続ける（育児休業を利用して仕事を続ける場合を含む。）」は

26.8ポイント大きく上昇している。一方で、「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はフルタ

イム（パートタイム）で仕事を続ける」は低下している。 

 

（９）女性が仕事を続けていくために必要なこと 

●「男女がともに日常的に家事・育児・介護を分担すること」、が 60.7％で最多 
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女性が仕事を続けていくために必要なことは、「男女がともに日常的に家事・育児・介護を分担

すること」が最も多く 60.7％、次いで「女性が働くことに対し、家族や周囲の理解があること」

が 42.4％、「職場において育児や介護の休業を整備し、男女問わず利用しやすい環境（人員体制や

職場風土等）にすること」が 40.2％と続いている。 

 

（10）管理職につく女性が少ない最も大きな理由 

●「女性は、家庭における責任を多く担っているため、責任の重い仕事につきにくいから」が 33.7％

で最多 

管理職につく女性が少ない最も大きな理由は、「女性は、家庭における責任を多く担っているた

め、責任の重い仕事につきにくいから」が最も多く 33.7％、次いで「会社や組織の中に昇進・昇

格に対する男性優先の意識や、女性管理職に対する不安感があるから」が 23.3％と続いている。 

 

６ 男女間の暴力について 

（１）男女間の暴力に関する言葉や事柄の認知度 

●「内容まで知っている」の割合は、《ＤＶ》が 87.3％、《デートＤＶ》が 47.0％ 

男女間の暴力に関する言葉や事柄の認知度について、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス、配

偶者・パートナーからの暴力）は、「内容まで知っている」が最も多く 87.3％、「聞いたことはあ

るが内容は知らない」が 11.5％と続いており、あわせた『認知度』は 98.7％となっている。 

また、デートＤＶ（恋人間で起こるＤＶ）は、「内容まで知っている」が 47.0％、「聞いたこと

はあるが、内容は知らない」が 31.9％と続いており、あわせた『認知度』は 78.9％となっている。 

 

（２）夫婦や恋人など親しい人間関係の中で起こる暴力の経験 

●「直接経験したことがある」は 7.8％ 

夫婦や恋人など親しい人間関係の中で起こる暴力の経験については、「直接経験したことがある」

が 7.8％、「直接経験したことはないが、自分のまわりに経験した（している）人がいる」が 24.4％

となっている。 

令和元年度調査と比較すると、「直接経験したことがある」は 0.7ポイント、「直接経験したこと

はないが、自分のまわりに経験した（している）人がいる」は 0.8ポイント低下している。 

 

（３）夫婦や恋人の間で相手から暴力を受けたときに相談できる機関の認知度 

●「警察総合相談（県民の声 110番）」が 24.3％で最多、一方で「いずれの相談機関も知らない」は

約 4割 

夫婦や恋人の間で相手から暴力を受けたときに相談できる機関の認知度は、「いずれの相談機関

も知らない」が最も多く 43.8％、知っている機関は「警察総合相談（県民の声 110番）」が最も多

く 24.3％、「市町の福祉・女性・人権相談窓口」が 19.3％、「福祉事務所、保健所」が 17.4％と続

いている。 

令和元年度調査と比べると、「女性の人権ホットライン（大津地方法務局）」「配偶者暴力相談支
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援センター」を除く機関の認知度は低下傾向にある。一方、「いずれの相談機関も知らない」は 2.7

ポイント上昇している。 

 

７ 男女共同参画社会について 

（１）理想の男女共同参画社会の姿 

●「男女がともに家事・育児・介護等の家庭生活に参画している」が 65.7％で最多 

理想の男女共同参画社会の姿については、「男女がともに家事・育児・介護等の家庭生活に参画

している」が最も多く 65.7％、次いで「育児や介護などと仕事が両立できる」が 40.8％となって

いる。 

 

（２）県立男女共同参画センター（Ｇ－ＮＥＴしが）の認知度 

●『認知度』は約 2割、「利用したことがある」は 5.9％ 

県立男女共同参画センター（Ｇ－ＮＥＴしが）の認知度は、「利用したことがある」と「利用し

たことはないが知っている」をあわせた『認知度』は 23.8％、令和元年度調査と比較して 5.3 ポ

イント、「利用したことがある」は 5.9％で 2.3 ポイント低下している。 

 

（３）県立男女共同参画センター（Ｇ－ＮＥＴしが）に期待する取組 

●「男女共同参画に関する相談しやすい窓口の運営」、「子育て支援や介護、自己啓発講座など実践的

な講座の企画・開催」が多い 

県立男女共同参画センター（Ｇ－ＮＥＴしが）に期待する取組については、「男女共同参画に関

する相談しやすい窓口の運営」が最も多く 26.8％、次いで「子育て支援や介護、自己啓発講座な

ど実践的な講座の企画・開催」が 24.8％となっている。 

 

（４）滋賀マザーズジョブズステーションの認知度 

●「滋賀マザーズジョブステーション」の『認知度』は 10.3％ 

滋賀マザーズジョブズステーションの認知度は、「草津駅前と近江八幡の両方とも知っている」

が 2.4％、「草津駅前は知っているが、近江八幡は知らない」が 4.3％、「近江八幡は知っているが、

草津駅前は知らない」が 3.6％となっており、両方及び片方のみ知っているをあわせた『認知度』

は 10.3％となっている。 

令和元年度調査と比較して『認知度』は 6.2ポイント低下している。 
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調査結果（主なポイントの抜粋） 

⚫ 社会全体でみて、男女の地位は「平等である」は 13.7％（令和元年度調査 15.3％） 

分野ごとに差はあるものの、社会全体では、「男性が優遇されている」と感じているの

は 66.9％（令和元年度調査 72.7％）である。 

  

「社会全体でみて」前回調査との比較 

各分野での男女の地位の平等感 
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同感する 同感しない わからないどちらかといえば
同感する方である

どちらかといえば
同感しない方である

⚫ 「『男性は仕事、女性は家庭』という考え方に同感しない」は 74.1％ 

令和元年度調査の 59.5％から 14.6ポイント増加し、７割以上になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 男性が家事、育児、介護等に積極的に参加するために必要なことは、男女とも「夫婦

や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」が最も多くなっている（男性

56.5％、女性 56.4％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回調査（令和元年度調査）との比較 
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⚫ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）については、《理想》どおりは難し

く、《現実》には、 男性では「仕事を優先」（43.6％）が最も多く、女性は 「「仕

事」と「プライベート・家庭生活」を両立」（40.9 ％）しているものの、《理想》と

は 22ポイントの差がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 女性自身が考える「理想の働き方」は、「仕事を続ける（育児休業を利用して仕事を

続ける場合を含む。）」が 47.3％で最も高く、令和元年度調査の 29.0％から 18.3 ポ

イントも大きく上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経年比較 

《理想》 

《現実》 
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⚫ 女性の管理職が少ない理由は、男女とも「女性は、家庭における責任を多く担ってい

るため、責任の重い仕事につきにくいから」が最も多くなっている（男性 25.2％、女

性 40.7％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 女性では、夫婦や恋人など親しい人間関係の中で起こる暴力（ＤＶおよびデートＤＶ）

を「直接経験したことがある」が 11.1％（令和元年度調査 10.1％）、「直接経験した

ことはないが、自分のまわりに経験した（している）人がいる」が 25.1％（令和元年

度調査 27.1％）となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ その他：別紙参照  
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主な集計結果について
※各地域の抽出率の差を調整するため、回収数にウエイトを加重した規正標本数を基数として集計しました。

※四捨五入の関係上、各選択肢の百分率（％）の合計が100％にならない場合があります。

■各分野での男女の地位の平等感（問９）

■日常生活で男女の不平等を一番感じるところ（問10）

男女の地位に関する意識

性 別

社会全体でみた男女の地位の平等感は、『男性が優遇』（「男性が優遇されている」「どちらかと
いえば男性が優遇されている」の合計）は66.9％で、令和元年度調査と比較して5.8ポイント低く
なっている一方、「平等である」も1.6ポイント低下している。

日常生活の中で男女の不平等を一番感じるところは、男女とも「地域社会」が最も多くなっている
（男性30.1％、女性34.9％）。「家庭」については男女差が大きく、女性の方が11.4ポイント高く
なっている。

「社会全体でみて」前回調査との比較
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別紙
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■「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方（問11）

性 別

性別・年齢別

総数では、「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方に『同感する』（「同感する」
「どちらかといえば同感する」の合計）が18.8％、『同感しない』（「同感しない」「どちらかといえば
同感しない」の合計）が74.1％となっている。（令和元年度調査：『同感する』は34.8％、『同感しな
い』は59.5％）
性別では、『同感する』は男性では24.3％となっており、女性（14.3％）を10ポイント上回っている。
男女とも比較的高い年齢層で『同感する』割合が高い。

『同感する』18.8％ 『同感しない』74.1％

前回調査（令和元年度調査）との比較

『同感する』 『同感しない』

『同感する』34.8％ 『同感しない』59.5％
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■男性が家事、育児、介護等に積極的に参加するために必要なこと（問14）
　（あてはまるものを３つまで選択）

■男性の育児休業の取得を進めるために職場で必要な取組（問16）
（あてはまるものを３つまで選択）

男性、女性とも「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」が最も多く、男性が
56.5％、女性が56.4％、次いで「男性も育児や介護の休業を取りやすい環境にすること」が多く、
男性が45.7％、女性が45.9％となっている。

男性の参画について

男性では、「管理職・上司の意識改革」が最も多く47.3％、次いで「育児休業を取得しても不利に
ならない人事評価制度の確立・周知」が40.0％となっている。女性では、「育児休業を取得しても
不利にならない人事評価制度の確立・周知」が最も多く51.4％、次いで「管理職・上司の意識改
革」が49.2％となっている。

※太字は上位３つ（「その他」・「特にない」を除く）、下線は最上位

［３つ以内で複数回答］ 県全体(N=2,374) 男性(N=1,082) 女性(N=1,271)

管理職・上司の意識改革 48.1 47.3 49.2

育児休業を取得しても不利になら
ない人事評価制度の確立・周知

45.9 40.0 51.4

休業者の仕事をカバーできる人員
体制の整備

35.4 33.6 36.9

経営層が先頭に立った職場風土づ
くり

30.2 37.5 24.2

長時間労働の削減や休みを取得し
やすい職場環境づくり

28.4 26.2 30.4

育児休業を取得する男性自身の意
識改革

25.4 25.6 25.2

休業者の仕事をカバーする同僚等
に対する手当の支給

16.8 14.7 18.6

有給の育児休業制度の整備 15.2 18.0 12.9

テレワークなどＩＣＴを利用した
多様な働き方の普及

9.2 9.1 9.5

その他 2.0 3.4 0.8

特にない 1.6 2.1 0.9

単位：%
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■家庭生活における配偶者（パートナー）との役割分担《理想と現実》（問17・問18）
【食事のしたく】は男性、女性ともに「自分と配偶者（パートナー）が同程度に分担」を《理想》とす
るが最も多いが、《現実》は女性が９割近く「いつもする」となっている。

家庭生活や地域活動について

《理想》

《現実》

【自治会等の地域活動への参加】は男性、女性ともに「自分と配偶者（パートナー）が同程度に分
担」を《理想》とするが最も多いが、《現実》は男性の半数近くが「いつもする」となっている。

《理想》

《現実》
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■生活の中での「仕事」、「プライベート・家庭生活」のバランス（問19）

■仕事と生活の調和が実現された社会に近づくために職場において必要な取組（問20）
　（あてはまるものを３つまで選択）

男性、女性ともに「無駄な業務・作業・会議をなくし、労働時間を短縮する」が最も多く、次いで、
男性は「管理職の意識改革を行う」が、女性は「短時間勤務やフレックスタイム制度など柔軟な
働き方ができるようにする」が多くなっている。

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス※）について

※ワーク・ライフ・バランスとは
一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域

生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・

実現できる状態のこと。

≪理想≫は、男性、女性ともに「「仕事」と「プライベート・家庭生活」を両立」が最も多く、≪現実
≫は男性では、「「仕事」を優先」が最も多く、女性では、「「仕事」と「プライベート・家庭生活」を両
立」が最も多い。

《理想》

《現実》

※太字は上位３つ（「その他」・「特にない」を除く）、下線は最上位

［３つ以内で複数回答］ 県全体(N=2,388) 男性(N=1,078) 女性(N=1,290)

無駄な業務・作業をなくし、労働時
間を短縮する

48.5 47.8 49.3

管理職の意識改革を行う 39.7 40.1 39.7

短時間勤務やフレックスタイム制度
など柔軟な働き方ができるようにす
る

36.4 29.4 42.2

育児・介護等の休業・休暇制度を充
実し、育児休業・介護休業を取りや
すくする

35.1 30.4 39.3

社長や取締役などがリーダーシップ
を発揮してワーク・ライフ・バラン
スに取り組む

31.4 39.1 25.1

年休の取得計画をつくる 13.9 14.9 13.2

管理職以外の社員の意識改革を行う 13.7 14.7 13.1

組織の中で、ワーク・ライフ・バラ
ンスを推進する責任者を決める

11.9 12.9 11.2

ノー残業デーを設ける 8.5 6.7 9.8

その他 4.0 3.7 4.3

特にない 3.1 3.2 2.8

単位：%
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■女性自身が考える理想の働き方（問21）（女性にのみ質問）

■第一子の子育てを始めたことによる仕事の状況（問23）（女性にのみ質問）

■第一子の子育てを始めた当時の子育てと仕事の状況に対する満足度
　（問23　付問２）（女性にのみ質問）

働き方について

経年比較

女性自身の考える理想の働き方は、「仕事を続ける（育児休業を利用して仕事を続ける場合を
含む。）」が最も多い。令和元年度調査と比較すると、18.3ポイント大きく上昇している。一方で、
「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はフルタイム（パートタイム）で仕事を続ける」は低
下している。

「子育てをしながら、仕事を続けた（育児休業を利用して仕事を続ける場合を含む。）」が最も多く、
次いで「仕事を一時やめ、その後、パートタイム(非正規の職員・従業員)の職に就いた」、「子育
てを始めてから、仕事を持っていない」と続いている。

「どちらかといえば満足していた」が最も多く、次いで「どちらかといえば不満だった」、「満足して
いた」と続いている。「満足していた」と「どちらかといえば満足していた」をあわせた『満足』は
66.6％となっている。
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■女性が仕事を続けていくために必要なこと（問26）（あてはまるものを３つまで選択）

■管理職につく女性が少ない最も大きな理由（問27）

男性、女性ともに「女性は、家庭における責任を多く担っているため、責任の重い仕事につきにく
いから」が最も多く、男性が25.2％、女性が40.7％、女性の方が15.5ポイント高くなっており、男女
の差が大きい。

男性、女性ともに「男女がともに日常的に家事・育児・介護を分担すること」が最も多く、次いで
「女性が働くことに対し、家族や周囲の理解があること」が多くなっている。

※太字は上位３つ（「その他」・「特に条件整備は必要ない」を除く）、下線は最上位

［３つ以内で複数回答］ 県全体(N=2,396) 男性(N=1,072) 女性(N=1,303)

男女がともに日常的に家事・育児・
介護を分担すること

60.7 55.7 65.0

女性が働くことに対し、家族や周囲
の理解があること

42.4 44.7 40.9

職場において育児や介護の休業を整備

し、男女問わず利用しやすい環境（人

員体制や職場風土等）にすること

40.2 41.3 39.7

育児や介護のための施設やサービス
を充実させること

30.8 28.8 32.5

男女の賃金格差をなくすこと 17.7 14.8 20.1

育児や介護で退職した社員を再雇用
する制度を設けること

14.4 17.7 11.7

長時間労働を是正すること 13.9 13.8 14.3

パートタイマーや派遣労働者の労働
条件を改善すること

11.6 8.0 14.7

在宅勤務やフレックスタイム制(始
業と終業時刻を労働者の意思で決定
できる勤務体制)を設けること

11.6 10.4 12.6

女性にも責任ややりがいのある仕事
を任せること

6.5 9.5 4.1

その他 2.0 3.0 1.2

特に条件整備は必要ない 0.8 1.1 0.3

単位：%
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■夫婦や恋人など親しい人間関係の中で起こる暴力の経験（問29）

■理想の男女共同参画社会の姿（問31）（あてはまるものを３つまで選択）

男性、女性ともに「男女がともに家事・育児・介護等の家庭生活に参画している」が最も多く、男
性が62.4％、女性が69.0％、次いで「育児や介護などと仕事が両立できる」が多くなっている。

男女間の暴力について

男女共同参画社会について

「直接経験したことがある」は、男性では4.0％、女性では11.1％、女性の方が7.1ポイント高くなっ
ている。また、「直接経験したことはないが、自分のまわりに経験した（している）人がいる」は、男
性では23.7％、女性では25.1％、女性の方が1.4ポイント高くなっている。

性 別
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■県立男女共同参画センター（G-NETしが）に期待する取組（問33）
（あてはまるもの３つまで選択）

男性では、「子育て支援や介護、自己啓発講座など実践的な講座の企画・開催」が最も多く、次
いで「男女共同参画に関する相談しやすい窓口の運営」、「ワーク・ライフ・バランス等を実践する
経済・労働団体等との連携」と続いている。
女性では、「男女共同参画に関する相談しやすい窓口の運営」が最も多く、次いで「子育て支援
や介護、自己啓発講座など実践的な講座の企画・開催」、「女性の就労をサポートする就職相談
や就職講座、就職情報の提供」と続いている。
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